


医師を取り巻く状況

医師数の推移 医師数は増加しています

・H28年に全国平均を上回る
・H８年とR4年を比べて10万人当たりの医師数は
165.9人から286.8人（＋120.9人）に改善

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30 R2 R4

奈良県 165.9 174.2 180.1 187.7 196.7 201 207.1 213.7 217.9 225.7 243.1 258.5 277.1 286.8

全国 183 187.3 191.6 195.8 201.1 206.3 212.9 219 226.5 233.6 240.1 246.7 256.6 262.1
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データ出典： 令和４年厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」人口１０万人あたり医師数の推移

（人）
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医師の診療科偏在

全国（A） 奈良県 （B） B/A 備考

内科系 97.3 104.8 1.08

呼吸器内科 5.6 5.3 0.95

循環器内科 10.8 11.6 1.07

消化器内科(胃腸内科) 12.8 11.6 0.91

腎臓内科 4.5 3.6 0.8

脳神経内科 4.7 5.4 11.5

糖尿病内科（代謝内科） 4.8 3.7 0.77

血液内科 2.4 2.1 0.88

リウマチ科 1.5 0.8 0.53

122.6 131.8 1.08
全国的に
医師不足

13.5 12.4 0.92

外科系 22.1 19.7 0.89
全国的に
医師不足

呼吸器外科 1.7 1.1 0.65

心臓血管外科 2.6 2.6 1

乳腺外科 1.8 2 1.11

消化器外科（胃腸外科） 4.6 6.6 1.43

小児外科 0.7 0.6 0.86

6 6.5 1.08

49 45.4 0.93
全国的に
医師不足

8.3 8.3 1

3.1 3.1 1
全国的に
医師不足

※主要な診療科を抜粋

10万人あたり医療施設従事医師数（令和４年12月末現在）

診療科

救急科

小児科

精神科

脳神経外科

産婦人科・産科

麻酔科

産婦人科・産科、小児科

・不規則な勤務形態
（当直や呼出し）

救急科、 外科

〔不足する診療科の例〕

〔主な要因〕

医師を取り巻く状況

〔対策〕

･医師の働き方改革
医師労働時間の上限設定（労基法）

医師が不足している診療科があります

･県費奨学生制度
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218.8人

349.7人

292.9人

304.8人

225.5人

医師の地域偏在

･生活の不便さ（単身赴任、子育て環境等）

・キャリア形成への不安

〔主な要因〕

医師を取り巻く状況

〔対策〕

・グループ診療の導入

・診療環境の改善

・キャリア形成との両立を支援

医師が不足している地域があります

〔不足している地域〕

へき地

10万人あたりの医師数

奈良県：286.8人
全 国：262.1人

面積が広大な南部・東部山間は人口が少
ないものの医療維持のためには一定の診
療所が必要
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医師確保に向けた県の取組

県費奨学生制度（H20 ～）

・県立医大の臨時定員（地域枠15名）に奨学生制度を実施

年240万円を６年間貸与

・卒業後９年間、県が指定する県内の医療機関で勤務することで返還免除

不足する診療科でこれまでに１２４名の医師が県内で従事

不足する診療科の
医師確保に貢献

通常定員
（100名）

臨時定員
（15名）
＝ 奨学生

人口10万人当たり医師数

診療科 H20年度 R4年度 H20年度比
産婦人科・産科 26.4人 45.4人 1.7倍

小児科 81.9人 131.8人 1.6倍
麻酔科 5.4人 8.3人 1.5倍
救急科 1.3人 3.1人 2.4倍
外科 6.3人 12.9人 2.0倍

・救急科、産科・産婦人科、小児科、外科、脳神経外科、麻酔科、

児童精神分野、総合内科分野、へき地コース から選択

県の取組
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へき地勤務の魅力

医師確保に向けた県の取組

・グループ診療の導入
複数医師が週１日ずつ勤務することで負担軽減

・診療環境の改善
診療所や機器の更新（国・県が補助）

・キャリア形成との両立を支援
①奨学生のキャリアパスの検討と個別支援

（キャリアパス：義務年限中の研修・勤務先の計画）

（例） 卒後
３年目

卒後
４年目

卒後
５年目

卒後
６年目

卒後
７年目

卒後
８年目

卒後
９年目

南奈良
総合医療セ
ンター

へき地
診療所

へき地
診療所 奈良医大 奈良医大 吉野病院 奈良医大

十津川村小原診療所新築移転（2024年）

県費奨学生配置センターを設置

②へき地勤務中の研修の確保 月 火 水 木 金

診療 診療 研修 診療 診療

（例）
へき地勤務期間中も派遣元病院での研修を
継続できます



へき地勤務の魅力

医師確保に向けた県の取組

・へき地勤務医師の状況

医療の原点はへき地診療にあり

・先輩医師のコメント

県立医大総合診療科 吉本清巳教授（十津川村診療所、曽爾村診療所に計６年勤務）

家庭医として、人を診る、地域を診る、を実践でき、非常に充実した６年間でした。
診療室に入ってこられる顔を見るだけで、病気の事、ご家族の事、いろんなことがすぐ
にわかり、表情を見るだけで今日の体調がわかるような、まさにかかりつけ医としての
診療ができました。ご家族に見守られながら、人生の最期はこうありたいな、と思える
ような在宅看取りを初め、その人、家族をサポートするような、他業種と連携した在宅
医療をたくさん経験することができました。本当に医師として充実した時間を過ごすこ
とができ、成長させて頂きました。

出身大学 人数 平均年齢 平均年数

自治医大 ２９ 34.1歳 ４年

奈良医大 ６ 48.0歳 ３年

うち奨学生 ２ 31.0歳 ２年

その他 ７ 55.9歳 ７年

過去１０年の状況

奈良医大卒医師も貢献！
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総合診療科とは

②超高齢化へのしなやかな対応

これからの医師の皆さんへの期待

幅広く診ることができる医師が求められます
高度医療を担う医師も必要ですが
高齢化に伴う複数疾患への対応や介護連携など
地域で活躍できる医師が一層求められます

･･･総合診療科、総合内科

・幅広い診療領域への対応、全人的診療
・適切な専門科への振り分け
・複数疾患・慢性疾患の総合的管理
・他職種連携の中心的役割
・在宅医療
・医療介護連携の中心

①頼りにされ信頼される医師

県民の期待に応える良い医師になってください
・患者さんの期待に応える診断、治療スキル、病状管理
・高度医療や研究のほか、地域医療、へき地医療のフィールドで
患者さんに寄り添い、地域に貢献して欲しい

加えて、

30

最近では
TBSドラマ 日曜劇場「１９番目のカルテ」
（松本潤主演）でも総合診療医の活躍を描いて
いました。



奈良県の就業看護職数

465 476 510 549 555 648 630 

298 326 355 368 399 408 407 

2,676 2,482 2,269 2,064 1,974 1,758 1,712 

10,764 11,429 12,073 12,917 13,702 
14,185 

15,325 

1,139.3
1,187.7

1,228.7
1,275.7

1,315.2
1,332.1
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助産

師

保健

師

人口10

万対

（全

国）

人口10

万対

（奈良

県）

過去10年間（H26-R6）の看護職員増加率
（都道府県別）

R6年奈良県の看護職は１8，074人
人口10万人あたり全国平均を上回る

看護師を取り巻く状況

県内で働く看護師を増やしてきました看護師数の推移
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拡がる看護職の活躍フィールド

地域包括ケア
システム

地域医療構想
「断らない病院」

「面倒見のいい病院」

看護師のニーズ 看護師が活躍できるフィールドが拡大しており、
まだまだ不足しています

（１）働く場所の拡大・急増

・訪問看護

・老健施設 など

（２）専門性の高まり

・特定行為

・認定看護師

・診療看護師（ＮＰ）

医師とのタスク
シフト／シェア

32

看護師を取り巻く状況

行為区分 行為の内容 実施可能な者

相対的医療行為 療養上の世話 看護師が可能

特定行為
医療行為のうち特定38行為
（胃ろうカテーテル交換、点滴中
の薬剤投与量の調整等）

研修修了者が医師の
指示により手順書に
従うことで可能

絶対的医療行為 診断、手術、処方 医師のみ可能

感染看護、手術看護、在宅ケア、新生児集中ケアなど

19分野の高水準な看護に対応

特定38行為全てを実施可能で、クリティカルケア（急性重
症患者看護）、プライマリケア（高齢者・小児を含む全年
齢）に対応



県の取組 ①看護師確保

○看護師育成

修学支援制度

毎年４０人程度に修学資金を貸与（１人当たり年43万2千円）
県内の病院等に５年～７年勤務することで返還を免除

看護師養成施設への補助

看護師等養成所の運営費補助

○就業支援
無料職業紹介、個別就業相談、復職支援セミナー等の実施

訪問看護インターンシップの実施

院内保育所運営費補助 等

○勤務環境の改善

医療勤務環境改善センターを設置 ・・・・
病院に対する経営アドバイザー・労
務管理アドバイザーによる個別相談、
および研修会の実施

看護師確保に向けた県の取組
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県の取組 ②看護の質の向上

○スキルアップへの支援
特定行為研修・認定看護師の取得にかかる経費を補助

○新人看護職員への支援
新人看護師卒後研修の実施、OJT研修にかかる経費の補助

県の取組 ③訪問看護の体制充実

○ハラスメント対策
訪問看護ハラスメントマニュアル作成、防犯ブザー導入支援

○人材確保
新人指導者（プリセプター）の人件費補助
特定行為研修等の代替職員にかかる経費の補助
看護学生のインターンシップ

これからの看護師の皆さんへの期待

時代の要請に応えるスキルと柔軟性を持って
地域や病院でのキーパーソンとして活躍を！
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奈良県立医科大学の運営経費

医師 看護師の育成（奈良県立医科大学）

２ 大学部門の決算状況（令和６年度）

出典：奈良県立医科大学調べ

１ 畝傍山キャンパスの整備
用地・設計・工事・備品 等 計 215億円（全額県負担）

※担当人件費含まず
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8.2

県運営費交付金・補助金

37.4億円

授業料等

8.2億円
その他17.5億円

68.4億円

不足

5.3億円

0 10 20 30 40 50 60 70

支出

収入
63.1億円

68.4億円

病院収益により
補填

（億円）





これからの方向性

37

病院ごとの機能に着目し、主たる領域を明確化したうえで役割分担を
さらに進めることが求められる

「断らない病院」
医育及び

広域診療機能

広域な観点で担う医師の派
遣や医療従事者の育成等を
行う

急性期拠点機能
医療資源を多く要する症例
を集約化した医療提供

高齢者救急・
地域急性期機能

高齢者をはじめとした救急
搬送の受入、早期のリハビ
リ・退院調整等

在宅医療等
連携機能

在宅医療の実施、介護施設
等と連携した24時間対応や
入院対応

専門等機能
上記以外の、一部の診療科
に特化した診療等を提供

「面倒見のいい病院」

国が示す5つの機能分類奈良県の分類 目指す方向性

質の維持・向上の
ための人材や症例
を集約

地域の身近な病院
として高齢者の生
活全体を支える役
割を強化

※リハビリ専門病院、精神病院 等



これからの方向性
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医療費の財源構成

8.2

医療給付費３７.３兆円 （８５．２％）
自己負担額

６.５兆円

（１４.８％）
公費１４.１兆円
（３２．２％）

保険料２３.２兆円
（５３.０％）

※保険料は労働者と雇用者の折半による負担

令和４年度医療費

出典：厚生労働省ＨＰ 「医療費の見える化について」

医療従事者のみなさんの給与や報酬の多くは、医療機関に支払われ
る医療費からまかなわれています。この医療費のうち、税金等の公費
からの部分は３２％、医療保険制度からの部分は５３％、患者が医療
機関の窓口で支払う自己負担額の部分は１５％です。



これからの方向性

医療給付費は増加の一途であり、少子高齢化が進む中では
現状の制度維持はより困難に

39

47.4

18.6

137.8

48.8

1990年→2022年で

医療は約2.6倍

GNI（国民総所得）に占め
る社会保障給付費の割合

資料：厚生統計要覧（令和６年度）



国（現政府）の方向性
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令和７年６月11日「自由民主党、公明党、日本維新の会 3党合意書」より抜粋

【新たな地域医療構想に向けた病床削減】

• 人口減少等により不要となると推定される、約11万床の一般病
床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏
まえた調査を行った上で、２年後の新たな地域医療構想に向けて、
不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想ま
でに削減を図る。

（次頁へ）



国（現政府）の方向性
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令和７年10月20日「自由民主党・日本維新の会 連立政権合意書」より抜粋

• 「OTC類似薬」を含む薬剤自己負担の見直し、金融所得の反映な
どの応能負担の徹底等、令和七年通常国会で締結したいわゆる
「医療法に関する三党合意書」および「骨太方針に関する三党合
意書」に記載されている医療制度改革の具体的な制度設計を令和
七年度中に実現しつつ、社会保障全体の改革を推進することで、
現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指す。

• 社会保障関係費の急激な増加に対する危機感と、現役世代を中心
とした過度な負担上昇に対する問題意識を共有し、この現状を打
破するための抜本的な改革を目指して、令和七年通常国会より実
施されている社会保障改革に関する合意を引き継ぎ、社会保障改
革に関する両党の協議体を定期開催するものとする。

（次頁へ）



国（現政府）の方向性

令和７年10月20日「自由民主党・日本維新の会 連立政権合意書」より抜粋

• 令和七年度中に、以下を含む社会保障改革項目に関する具体的な
骨子について合意し、令和八年度中に具体的な制度設計を行い、
順次実行する。

➢病院機能の強化、創薬機能の強化、患者の声の反映およびデー
タに基づく制度設計を実現するための中央社会保険医療協議会
の改革

➢医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の
実現

➢年齢にかかわらず働き続けることが可能な社会を実現するため
の「高齢者」の定義見直し

➢大学病院機能の強化（教育、研究および臨床を行う医療従事者
として適切な給与体系の構築など）

42
（次頁へ）



国（現政府）の方向性

令和７年10月20日「自由民主党・日本維新の会 連立

政権合意書」より抜粋

➢高度機能医療を担う病院の経営安定化と従事者の処遇
改善（診療報酬体系の抜本的見直し）

➢医療機関の収益構造の増強および経営の安定化を図る
ための医療機関の営利事業の在り方の見直し

➢医療機関における高度医療機器および設備の更新など
にかかる現在の消費税負担の在り方の見直し
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国（現政府）において、このような社会保障制度改
革を進める方針



県民のいのちと健康を守るため
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今後のさらなる少子高齢化社会において、すべての県民が、将来
にわたり必要な医療、介護、福祉のサービスが適切に受けられる、
質の高い効率的かつ効果的な医療提供体制の構築を目指し、地域医
療構想の実現をはじめ、医療・介護・福祉における様々な取組を推
進します。

奈良県保健医療計画 検索

県の医療施策について詳しく知りたい方は、奈良県県ＨＰに掲載の
奈良県保健医療計画をご覧ください。

県の医療施策について（奈良県保健医療計画）



本日の資料について

【掲載ページURL】
https://www.pref.nara.jp/63943.htm
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本日の資料は、奈良県公式HP
に掲載しますので、下記より
ダウンロードしてください。


